
辻 修 会長

みなさん、こんばんは、

ロータリーではポリオ撲滅の活動をしています。

ポリオは、英語で Poliomyelitics(ポリオマイオラ

イタス)、 日本では急性灰白隋炎（かいはくずいえ

ん）や脊髄性小児麻痺。略して小児麻痺と呼ばれる

ことが多いです。これは 5 歳以下の小児の羅漢率が

90％以上と高いからです。

日本では 1960 年には患者数が 6500 人で、1961 年

から予防接種が実施されていて、1963 年には 100 人

以下に減少し、2000 年に撲滅宣言が出されています。

1980 年に野生株によるポリオ感染が根絶され、その

後は定期接種で行われるポリオワクチンからしか発

症していません。1989 年から 80 件の経口生ワクチ

ンからの発症があったため、2012 年には生ワクチン

から不活性化ワクチンに切り替えられました。2012

年 11 月からは、これまでの三種混合ワクチン（ジフ

テリア、百日せき、破傷風）に、不活化ポリオワク

チン（急性灰白髄炎）を加えた四種混合ワクチンが、

公費で受けられる定期接種として導入されました。

世界撲滅まであと 3 か国ですが、ナイジェリアは

ここ 8 か月発生していなく、パキスタンとアフガニ

スタンを残すのみです。

ビルゲイツのゲイツ財団は、ロータリー会員の寄

付に2倍を上乗せして寄付しています。例えば5,000

円の寄付に、ゲイツ財団より 10,000 円上乗せの協力

があり、合計 15,000 円の寄付となります。ポリオ撲

滅活動にご協力よろしくお願い致します。
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千葉若潮ＲＣから会長幹事慰労激励会のお知らせ

日時 ６月１１日(木)１７:４５受付

         １８:００点鐘

場所 ホテルニューオータニ幕張
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武田エレクトよりの提案

千葉東ＲＣのワッペンを作成しようと思います。

２５周年等などへの出席の際使用できます。

本体￥６，４８０・ホルダー￥８６４・ネーム入

れ￥２，０００ですが、全員義務購入か、希望者の

みかは６月の理事会に諮りたいと思います。何かご

意見がありましたら私まで連絡ください。

≪千葉東ロータリークラブ細則改正について≫

宍倉次年度幹事

ＲＩは２０１３年に大幅に変更した推奨細則を各

クラブに示しました。ＲＩの定款やクラブ定款（各

クラブがこの定款を採用することとＲＩのメンバー

となることがイコールであることなので、定款はそ

のまま使うことになる）に反しない限りにおいて各

クラブは自由に細則を制定することができることで

クラブの自主性が担保されています。

２０１３年の推奨細則は２０１０年版の推奨細則

から大幅に簡素化(６ページの内容から４ページの

内容)されています。当クラブの現行細則は、過去の

推奨細則を取り入れた結果であり、例会の議事進行

順序などを規定に取り入れています。

今回の細則改正にあたっては、ＲＩが極端に簡素

化した細則をそのまま採用した場合に現行の細則に

規定している内容を今後どのように取り扱うべきで

あるかということが問題となりました。

このため、現状の内容を度生かしつつ推奨細則に

取り入れるべきところは取り入れたものが今回お示

ししたものです。

このため、現行の細則に規定はあるが改正案には

規定していないものがあります。主なものは次のと

おりです。

① 現行の役員・理事についての規定のうち、定

款に役員についての規定があるので細則では規定し

ないこととしました。当クラブでは、理事会のメン

バーと役員会のメンバーが重複していることから煩
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雑さを避けたものです。

② 推奨細則では会費規定に関して、ＲＩ人頭分

担金、地区人頭賦課金、雑誌購読料などが規定され

ており、最低限のＲＩと地区の維持費用が期待され

ています。当クラブとしてそれら以外の会費につい

ては、現行の細則では特別会費として理事会決定と

していますが、改正案では単に理事会が決定するこ

とができるとしました。

このように、推奨細則が求めている内容ではいず

れ現行の細則が規定しているような内容について疑

義が生じるケースが出てくると思われますが、その

必要が生じた都度に細則改正を行えばよいと思いま

す。

なお、定款第１０条第３節の規定では理事会は最

終決定機関であり理事会の決定事項は会員を拘束す

るものとなります。

初山会員

  欠席が多く、申し訳ありません。

髙山会員

  ご無沙汰致しております。

武田（康）会員

  アートフレンズ展に行ってきました。

  素晴らしい作品がたくさんありました。

髙柳会員

  先週は体調不良で、急に欠席して、すいません

でした。

            合計 10,000 円

  

        累計 ６７７，０００円
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